
事 務 連 絡

令和２年４月３０日

各介護保険サービス事業所管理者様

秋田県健康福祉部長寿社会課

新型コロナウイルス感染症への対応について

（訪問系サービス）

国からの４月７日付け事務連絡で、訪問系サービスにおける新

型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 へ の 対 応 に つ い て 示 さ れ て い る と こ ろ

ですが、主な内容について別添資料のとおりまとめましたので、

改めて４月７日事務連絡とともに送付します。

各訪問系サービス事業所のほか、通所系サービス、居宅介護支

援事業所におかれましても、御参照ください。

特に訪問系サービスは、利用者に発熱等の症状がある場合であ

っても、十分な感染防止対策を前提として、必要なサービスが継

続的に提供されることが重要です。

引き続き、継続的な訪問サービスの提供に御尽力いただきます

ようお願いします。

感染予防対策等の詳細

「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」
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